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第３章 構想区域の設定

○ 構想区域とは、医療法施行規則（第３０条の２８の２）において「病床の機

能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域」と規定され

ています。

○ 和歌山県においては、人口規模や患者受療動向等の要素を総合的に勘案した

結果、現行の二次保健医療圏単位を構想区域として定めました。

○ また、地域医療構想は「医療計画」の一部として策定し、今後、保健・医療

・介護施策の総合的な連携を図る必要があるため、老人福祉圏域とも合致させ

ています。

和歌山県においては、第六次保健医療

計画で定めた現行の二次保健医療圏

（７圏域）をもって、地域医療構想の

構想区域として設定。


